
意見交換会等フォーマット 

芽室町市街地町内会連合会との意見交換会 
 

■開催年月日： 令和５年 ２月 １４日（火） 

■開催場所：  役場 3階 委員会室   

■出席議員： 鈴木委員長・寺町・中村・立川・梶沢・中田・早苗議長              

■参加者： 白銀会長・伊藤副会長・富田副会長・梅津副会長・稲垣事務局   

合計：１２人      

■記録者名： 中田  

 

 意見交換内容 

要望事

項につ

いての

主旨 

１ 自治振興報償費の公平な配分の検討 

大きな町内会では、1世帯当たりの報償費が小さい町内会よりも少な

い現状。公平に配分してもらいたい。 

２ 町内会の適正な規模の検討と見直し 

日常目が届く規模にしてもらいたい。 

３ 連合会の積立金減少に伴う町からの支援 

まちづくり行政は町が負うものと考える。事務、事業的経費は町が負

担してもらいたい。 

４ 連合会事務所機能の充実 

活動支援センターで間借りの状況。パソコンは個人所有の使用。FAX

やプリンターは使用料が発生する。無料なのは会議室のみ。 

５ 地域コミュニティ活動促進条例制定の検討 

地域コミュニティの希薄化を危惧。安全安心な生活の構築のために必

要。 

６ 各種団体からの町内会への負担金の見直し 

現在加入率５６％。加入世帯のみの負担となり、公平性に欠ける。 

７ 地域福祉館の再整備計画の見直し 

高齢者が歩いて行ける距離の施設がほしい。 

現状と

課題 

・前提として、町内会は民間団体と言い切っていいのか。 

活動していることは公共の福祉に関わること。半公共のボランティア

団体である。 

・十勝管内で一番加入率が低い状況。未加入者との不公平感がつのっ

てくる。 

・現状を放置することは将来世代に対し、責任を問われることになる 

・回覧板を回すだけでも大変で町内会をやめてしまう。 

・4年間町に対し同じ要望をしているが、検討で終わっている。 

・倶知安（H30）、札幌（R5）で条例設置が進められている。町内会

活動は地域住民、事業者、町とそれぞれの責務で関わらなければいけ

ない時代になってきている。 

・地域担当制が機能していない。 

・子ども会の加入率も減少している 

・住宅地の計画と地域福祉館の立地のアンバランスがおきている。 

・帯広市は社協の負担金はない 
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議員か

ら 

・条例は地域づくりの一つの柱と考える。地域住民に共通理解を呼び

かけることが大事。啓発が必要。 

・子育ては地域で育てるものであり、高齢者、子育て、防災の観点か

ら町内会の活性化は必須である。 

・サンダル履きで通える距離の会館でなければ高齢者は救えない。 

・町職員は町内会について理解を深めてほしい。 

・町内会はなぜあるのか、共同体意識の醸成が必要 

・宅地造成する前に、町内会の規模をどうするか長期的な視点の計画

が必要 

・フラワーロード作りは課題が多いが、企業や学生等協力することで

一体感と達成感をもてる。 

・人と人とのつながりを持つ町内会は、地方自治の根幹であり、町内

会が機能するとたくさんの課題がクリアされる。 

・役員に高校生を起用して活性化された町内会がある。実行委員会形

式で高校生に行事を担ってもらう。 

・現役世代の日常生活に合わせた活動に変えていくなど検討する 

・向こう 3軒両隣、近助が大切。それを増やしていく。 

 

 

 

 


